（様式４：過料事件通知書）

令和　　年　　月　　日

　（管轄の裁判所）　宛

○○○○

過料事件通知書

下記の者については、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条の２第１項に違反しており、法第６２条の５に基づき、５０万円以下の過料に処すべきものと思料されるので、関係書類を添えて通知致します。

記

１．施設の名称及び所在地
２．違反者（施設の設置者）氏名及び現住所
３．事件の概要
（例）
・ 当該施設は○年○月○日に設置開設が確認され、法第５９条の２に定　める届出対象施設に該当していることが判明したため、都道府県知事（和歌山県の場合は市町村長）に対して所要の届け出をするよう指導したが、同条に定める期限までに届け出がされなかった。

４．添付書類
・当該施設に対する届出指導通知の写し
・当該施設に対する立入調査調書（被通知人の弁解内容を含む）
・当該施設の宣伝広告、入園案内等
・当該施設の登記簿謄本の写し
・違反者の住民票の写し
・その他証拠となる書類
